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�愛媛県告示第１４０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、新居浜市から協議のあった市営土地改良事業（

ため池等整備事業・山神地区）の施行に平成１４年８月１日同

意した。

平成１４年８月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４０４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局

産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年８月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工

労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

�愛媛県告示第１４０６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき平成１４年８月１日次のように区画漁業を免許した。

平成１４年８月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

南松山ショッパーズプ
ラザ

松山市朝生田町五丁
目１番地２５

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

・開店時刻
午前１０時

・閉店時刻
午後９時

２４時間営業 平成１４年
８月１１日

平成１４年
７月２３日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前６時から午後
１０時まで ２４時間

毎週（火・金）曜日発行 第１３８０号 平成１４年８月９日
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�愛媛県告示第１４０７号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１４年８月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

宇和町

２ 事業の種類

宇和町児童館（仮称）新築工事

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県東宇和郡宇和町大字神領地内

� 使用の部分

なし

４ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

宇和町役場

�愛媛県告示第１４０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年８月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年８月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

伊特区第３３号 温泉郡中島町大字津和地６００番地
中島三和漁業協同組合

平成１４年３月２９日愛媛県
告示第７１６号のとおり

平成１４年８月１日から
平成１６年３月３１日まで

宇特区第３８０号 宇和島市�淵１１２２番地
�淵漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３８１号 宇和島市下波３０４８番地
下波漁業協同組合 〃 〃

宇区第４７７号 〃
〃 外１４人 〃 〃

宇区第４７８号 〃
〃 外１４人 〃 〃

宇区第４７９号 〃
〃 外１４人 〃 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野中長沢線
伊予郡中山町大字出渕６番耕地３８１番８から

同大字２番耕地１２４６番６まで

旧 ６．６～２２．３ ０．０５４

新 ２２．０～８２．５ ０．０３９

〃 〃
伊予郡中山町大字出渕２番耕地１２４６番６から

同大字２番耕地１２４６番５まで

旧 ５．０～７．３ ０．０４４

新 ５．０～ ７．３
８２．５～１０３．５

０．０４４
０．０１６

〃 〃
伊予郡中山町大字出渕２番耕地１２４６番５から

同町大字佐礼谷１号４番２まで

旧 ４．８～２０．５ ０．１２０

新 ６．０～１４６．０ ０．０６８

〃 石畳中山線
伊予郡中山町大字中山１０号１３５番４から

同大字１０号１４０番５まで

旧 ８．５～１４．５ ０．１６３

新 ９．５～３５．０ ０．１６３
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９２０



道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野中長沢線
伊予郡中山町大字出渕６番耕地３８１番８から

同町大字佐礼谷１号４番２まで
平成１４年８月９日

〃 石畳中山線
伊予郡中山町大字中山１０号１３５番４から

同大字１０号１４０番５まで
〃
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